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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 変更認可申請書の 

取り下げについて 

 

 

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６４条の３第２項の規定

に基づき，令和２年１１月１７日付け廃炉発官Ｒ２第１７８号をもって申請した「福

島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」 の変更認可申請書につきまし

て，下記の理由により取り下げることといたします。 

 

 

記 

 

 

取り下げる理由 

 上記変更認可申請書の一部は，別途他案件と合わせて変更認可申請を実施する。 

併せて，上記変更認可申請書の残り一部は，別途変更認可申請を実施するため。 

 

 

                                                              以 上 

 


